
証明欄　附番

上記の申請・請求者は、上記（３．表A） 人の対象児童に係る

であることについて証明します。

証明事務担当

  担当課（室）・担当係

  電話番号

各項目のチェック欄（□）に『✓』を入れてください。

『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）
 申請書（請求書）』（本書）
※必要事項をご記入ください。

『申請・請求者本人確認書類の写し（コピー）』

※

『申請・請求者の世帯の状況、表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し（コピー）』

※
※

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』 （※「５．受取方法」で「イ」を選択した場合に限る。）

※

『簡易な収入（所得）見込額の申立書』（別紙様式第４号）

※

□ 給付金（ひとり親世帯以外分）の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金（ひ
とり親世帯以外分）の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金（ひとり親世帯以外分）を返還します。

□ 同一児童について給付金（ひとり親世帯分）または給付金（ひとり親世帯以外分）を受給済みではありません（受給し
ていた場合には、給付金（ひとり親世帯以外分）を返還します）。

支給要件が「（２）所得要件②家計急変」の場合、申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が
分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。

申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票、〇〇〇〇等の写し（コピー）をご用意ください。
表Aの児童との関係性を確認できる資料（表Aの「関係性①～④」の確認に必要な書類をご用意ください。）

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
（コピー）をご用意ください。

提出書類

申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
（コピー）をご用意ください。

【誓約・同意事項】

□ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）（以下「給付金（ひとり親世帯
以外分）」という。）の支給要件に該当します。

□ この申請書は、市区町村において支給決定をした後は、給付金（ひとり親世帯以外分）の請求書として取り扱います。

□
市区町村が支給決定をした後、申請書（請求書）の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和
６年２月29日までに、市区町村が申請・請求者に連絡・確認できない場合に、給付金（ひとり親世帯以外分）が支給さ
れないことに同意します。

□ 給付金（ひとり親世帯以外分）の支給要件の該当性等を審査等するため、市区町村が必要な住民基本台帳情報、税
情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料の提供を他の行政機関等に求める・提供することに同意します。

□ 公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

証明者

令和 年 月 日

様式第３号（第７条関係）

（公務員の方のみ）　※この欄は、所属庁が記入しますので、申請・請求者は記入しないでください。

公務員児童手当受給状況証明欄

「公金受取口座」の概要及び登録はこちら公金受取口座

未登録の方

マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから簡単に

公金受取口座を登録いただけます。登録は給付金の支給要件

ではありません。

（公金受取口座制度とは）

国民の皆さまが給付金等の受取のための口座をデジタル庁に登録いただく制度です。今

後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写しの添付

等が不要になります。


